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諮問日：令和元年６月２６日（令和元年度（情）諮問第５号）  

答申日：令和２年９月２４日（令和２年度（情）答申第１２号） 

件 名：東京地方裁判所事務局が特定の刑事事件に関して取得した文書の不開示判

断（存否応答拒否）に関する件 

答   申   書 

第１ 委員会の結論 

 平成３０年１１月以降，東京地方裁判所事務局が司法行政目的で取得した特

定人の刑事事件に関する文書（例えば，特定日に公表した，東京地方検察庁の

準抗告を退けた理由の要旨が書いてある文書）（以下「本件開示申出文書」と

いう。）の開示の申出に対し，東京地方裁判所長が，その存否を明らかにしな

いで不開示とした判断（以下「原判断」という。）は，妥当である。 

第２ 事案の概要 

 本件は，苦情申出人からの裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）記第２に定める開示の申出に対し，

東京地方裁判所長が令和元年５月１７日付けで原判断を行ったところ，取扱要

綱記第１１の１に定める苦情が申し出られ，取扱要綱記第１１の４に定める諮

問がされたものである。 

第３ 苦情申出人の主張の要旨 

少なくとも，特定日に公表した，東京地方検察庁の準抗告を退けた理由の要

旨が書いてある文書は，不開示情報に該当しないといえる。 

特定日の特定報道機関の報道によれば，特定人の刑事事件に関する東京地方

検察庁の準抗告が退けられた理由の要旨は，東京地方裁判所が報道各社に明ら

かにしたものであるから，慣行として公にすることが予定されている情報であ

るといえる。 

第４ 最高裁判所事務総長の説明の要旨 

本件開示の申出の内容からすれば，本件開示申出文書の存否を明らかにする
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と，特定の個人の刑事事件に関する事実の有無が公になる。この情報は，行政

機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）５条１号に規

定する個人識別情報に相当する。 

この点について，苦情申出人は，少なくとも，当該特定の個人の刑事事件に

関する東京地方検察庁の準抗告が退けられた理由の要旨は，特定日に公表され

ているから，法５条１号に定める不開示情報に相当しない旨主張するものと解

される。しかし，当該特定の個人の準抗告に関する報道は，報道機関の責任に

おいてされたものであり，それをもって上記情報が「法令の規定により又は慣

行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報」であるとはいえ

ない。 

そうすると，本件開示申出文書につき，その存否を明らかにしないで不開示

とした原判断は相当である。 

第５ 調査審議の経過 

 当委員会は，本件諮問について，以下のとおり調査審議を行った。 

① 令和元年６月２６日    諮問の受理 

② 同日           最高裁判所事務総長から理由説明書を収受 

③ 同年７月８日       苦情申出人から意見書及び資料を収受 

④ 同年９月２０日      審議 

⑤ 同年１２月２０日     審議 

⑥ 令和２年１月２４日    審議 

⑦ 同年７月１７日      審議 

⑧ 同年８月２１日      審議 

⑨ 同年９月１８日      審議 

第６ 委員会の判断の理由 

１ 本件開示の申出の内容からすれば，本件開示申出文書の存否が明らかにされ

た場合，特定人が当該申出で例示された準抗告事件を含む特定の刑事事件の当
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事者であるという事実の有無が公になり，したがって，この情報は法５条１号

に規定する個人識別情報に相当すると認められる。 

２ 苦情申出人は，報道機関による報道を主な根拠として，特定人の刑事事件に

関し，東京地方検察庁の準抗告を退けた理由の要旨については東京地方裁判所

が報道各社に明らかにしたものであるから，慣行として公にすることが予定さ

れている情報であるといえる旨を主張し，これに対して，最高裁判所事務総長

は，当該特定人の準抗告に関する報道は報道機関の責任において当該報道がさ

れたものであり，そのことをもって，上記情報が法令の規定により又は慣行と

して公にされ，又は公にすることが予定されている情報とはいえない旨説明す

る。 

  この点につき，当委員会庶務を通じて確認した結果によれば，東京地方裁判

所が報道機関からの個別の取材に応じたことはあったものの，裁判所として公

表したものはないことが認められる。このことも踏まえて検討すれば，特定の

刑事事件に関する当事者名等の情報が新聞等で報道され，そのことにより，当

該情報が一時的に公衆の知り得る状態に置かれたとしても，これはあくまでも

報道機関がした取材の結果に基づき，当該報道機関の報道に関する方針等に沿

ってそれぞれ報道されたものにとどまるから，そのことをもって，当該情報が

慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報に該当すること

になるとはいえない。 

以上によれば，特定人が準抗告事件を含む特定の刑事事件の当事者であると

いう事実の有無に関する情報について，法５条１号ただし書イに掲げる情報に

相当する事情があるとはいえない。 

  したがって，苦情申出人の上記主張は採用できない。 

  そのほか，法５条１号ただし書ロ及びハに掲げる情報に相当するような事情

も認められない。 

  よって，本件開示申出文書については，その存否を答えるだけで法５条１号
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に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められる。 

３ 以上のとおり，原判断については，本件開示申出文書の存否を答えるだけで

法５条１号に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認め

られるから，妥当であると判断した。 

          情報公開・個人情報保護審査委員会 
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